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随時監査（工事監査）結果報告書 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく、随時監査（工事監査）を実施したので、

同条第９項の規定により結果を報告する。 

 

１ 監査の対象 

 （１）対象工事 大崎上島町学習交流センター整備工事 

         西野干拓７００㎜排水機更新工事 

          

 （２）担当課  総務企画課 

 

２ 監査の実施期日 

  平成３０年 ６月２９日（金曜日） 

 

３ 監査の実施場所 

  役場本庁２階第１委員室及び現場 

 

４ 監査の方法 

  監査の実施にあたっては、工事関係書類について、契約事務の手続き及び工事の

計画・設計・積算等が適正かどうか、また、予算の執行が適正かつ効率的に行われ

ているかどうかを確認するとともに、現場における施工状況を確認し、担当課の説

明を求めて実施した。 

 

５ 監査の結果 

  工事の計画・設計・積算・契約・施工・検査等の各段階における事務的観点から

監査を行った結果、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。 

 


